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平成19年 7月 2日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
四
六
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
四
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第

十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
及
び
第
六
十
一
条
第
五
項
」
を
「
、
第
六
十
一
条
第

五
項
及
び
省
令
第
十
一
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七

条
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
七
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま

で
、
省
令
第
十
一
条
の
二
第
九
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
号
中
「
第
一
条
各
号
」
を
「
第
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
十
号
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様

式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
様

式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、

同
条
第
七
号
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
様
式
第
七
号
」
を

「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中

「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
申
請
書
　
様
式
第
六

号
」
を
「
届
出
書
　
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

　
省
令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
　
様
式
第
四
号

第
七
条
中
「
前
条
第
一
号
又
は
第
六
号
」
を
「
前
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
(表)
中
「
第
７
条
第1

0

項
」
を
「
第
７
条
第1

1

項
」
に
、
「
第

７
条
第1

1

項
」
を
「
第
７
条
第1
2

項
、
同
規
則
第1

1

条
の
２
第
９
項
」
に
、

「
第
７
条
第1

2

項
（
第
７
条
第1
3

項
」
を
「
第
７
条
第1

3

項
（
第
７
条
第

1
4

項
、
第1

1

条
の
２
第1
0

項
」
に
、
「
第6

5

条
第
４
項
」
を
「
第1

1

条
の

２
第
７
項
、
同
規
則
第6
5

条
第
４
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「
銃
砲
所
持
許
可
証
番
号
」
を
「
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許

可
証
番
号
」
に
、
「
の
区
域
」
を
「
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
」
に
改
め
、
同

「

「

様
式
付
表
中
　
　
番
　
　
　
号
　
年
月
日

を
　
　
許
可
証
番
号
　
年
月

」

日

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
十
二
号
(表)
中
「
３．

６
㎝
」
を
「
３．

０
㎝
」
に
、
「

★
表
０

「
を

」

に
、

」

「
鉄
砲
所
持
許
可
証
番
号
」
及
び
「
銃
砲
所
持
許
可
証
番
号
」
を
「
猟
銃
・

空
気
銃
所
持
許
可
証
番
号
」
に
改
め
、
同
様
式
（裏）
中
（注）
３
を
削
り
、
（注）
４
を

（注）
３
と
し
、
（注）
５
を
（注）
４
と
し
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

「

様
式
第
十
一
号
(表)
中
「
与
え
た
」
を
「
交
付
し
た
」
に
、「

★
表
０

「
を

」

に
、

」

「

」

「

規
　
　
　
　
　
　
則

第
７
条
第
1
0
項

第
７
条
第
1
1
項

第

７
条
第
1
1
項

第
７
条
第
1
2
項
、
同
規
則
第
1
1
条
の
２
第
９
項

第
７
条
第
1
2
項
（
第
７
条
第
1
3
項

第
７
条
第
1
3
項
（
第
７
条
第

1
4
項
、
第
1
1
条
の
２
第
1
0
項

２
第
７
項
、
同
規
則
第
6
5
条
第
４
項

第
6
5
条
第
４
項

第
1
1
条
の

銃
砲
所
持
許
可
証
番
号

猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許

可
証
番
号

の
区
域

を
し
よ
う
と
す
る
区
域

番
　
　
　
号
　
年
月
日

許
可
証
番
号
　
年
月

日

３
．
６
㎝

３
．
０
㎝

な
猟
免
許

知
事

年
月
日

第
　
号

網
・
わ

１
　
網

２
　
わ
な

網
猟
免
許

わ
な
猟
免
許

網

わ
　
な

知
事

知
事

年
月
日

年
月
日

第
　
号

第
　
号

□
網
・
わ

な
猟
免
許

知
事
第
　
　
　
号

年
　
月
　
日

□□

網
猟
免
許

わ
な
猟
免
許

知
事

知
事

第
　
　
　
号

第
　
　
　
号

年
　
月
　
日

年
　
月
　
日

網
・
わ
な
猟

免
許

第
一
種
銃
猟

免
許

第
二
種
銃
猟

免
許

１
　
ラ
イ
フ
ル
銃

２
　
散
　
弾
　
銃

３
　
空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

１
　
網
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
　
わ
な

鉄
砲
所
持
許
可
証
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
番
号

猟
銃
・

空
気
銃
所
持
許
可
証
番
号

与
え
た

交
付
し
た

網
猟
免
許

第
一
種

銃
猟
免
許

網

１
　
ラ
イ
フ
ル
銃

２
　
散
　
弾
　
銃

３
　
空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

わ
な
猟
免

許

猟
銃
・
空
気

銃
所
持
許
可

証
番
号

わ
な

第
　
　
　
　
　
号



平成19年 7月 2日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

２

を

「

に
改
め
、
同
様
式
（裏）
中

」

「
を

」

に
改
め
、
同
様
式
（裏）
中
（注）
３
を
削

」

り
、
（注）
４
を
（注）
３
と
し
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

「

様
式
第
十
号
(表)
中

「
を

」

に
、
「
与
え
た
」
を
「
交
付
し
た
」
に
、

」

「
お
い
て
そ
の
」
を
「
お
い
て
他
の
免
許
申
請
書
又
は
」
に
、
「
更
新
の
」

を
「
申
請
・
更
新
の
」
に
改
め
、
同
様
式
（裏）
中
「
な
い
場
合
は
」
を
「
な
い

「

場
合
に
は
」
に
改
め
、
「
及
び
処
分
の
内
容
」
を
削
り
、「

を
」

「

に
、

」

「

網
・
わ
な
猟
免
許

網
　
猟
　
免
　
許

わ
な
猟
免
許

□
網
・
わ
な

猟
免
許

□
第
一
種
銃

猟
免
許

□
第
二
種
銃

猟
免
許

１
　
ラ
イ
フ
ル
銃

２
　
散
　
弾
　
銃

３
　
空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

銃
砲
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

１
　
網
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
　

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

わ
な

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

第
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

な
猟
免
許

空
気
銃

可
証
番

月
日

わ
な

第
　
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

□
網
猟
免
許

□
第
一
種
銃

猟
免
許

□
第
二
種
銃

猟
免
許

網

１
　
ラ
イ
フ
ル
銃

２
　
散
　
弾
　
銃

３
　
空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

□
わ

猟
銃
・

所
持
許

号交
付
年

□
第
二
種
銃

猟
免
許

空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

交
付
年
月

与
え
た

交
付
し
た

お
い
て
そ
の

お
い
て
他
の
免
許
申
請
書
又
は

更
新
の

申
請
・
更
新
の

な
い
場
合
は

場
合
に
は

及
び
処
分
の
内
容

な
い

年
　
　

年
　
　

処
　
分
　
の
　
内
　
容

執
行
を
受
け
る

く
な
つ
た
日

こ
と
の
な

年
　
　
月
　
　
日

第
一
種

銃
猟
免
許

第
二
種

銃
猟
免
許

１
　
ラ
イ
フ
ル
銃

２
　
散
　
弾
　
銃

３
　
空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

空
　
気
　
銃

（
圧
縮
ガ
ス
を

使
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

猟
銃
・
空
気

銃
所
持
許
可

証
番
号

交
付
年
月
日

第
　
　
　
　
　
号

年
　
月
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

網
・
わ
な

網
猟

わ
な

猟
免
許
第
　
号



平成19年 7月 2日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

３

を
」

に
改

」

め
、
同
様
式
（裏）
中
（注）
３
を
削
り
、
（注）
４
を
（注）
３
と
し
、
同
様
式
を
様
式
第
十

一
号
と
す
る
。

様
式
第
九
号
中
「
銃
猟
制
限
区
域
」
を
「
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
内
」

に
、
「
銃
猟
の
」
を
「
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
」
に
、
「
銃
猟
し
た
い
」
を
「
鳥

「

獣
の
捕
獲
等
を
し
た
い
」
に
、

「
を

」

に
、
「
銃
猟
を
」
を
「
捕
獲
等
を
」

」

「

に
、

「
を

」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

」

様
式
第
八
号
中
「
第
１
条
各
号
」
を
「
第
２
条
各
号
」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
七
号
を
様
式
第
八
号
と
し
、
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で

を
一
様
式
ず
つ
繰
り
下
げ
、
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

免
許

猟
免
許

第
　
号

第
　
号

銃
猟
制
限
区
域

特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
内

銃
猟
の

鳥
獣
の
捕
獲
等
の

銃
猟
し
た
い

鳥

獣
の
捕
獲
等
を
し
た
い

銃
猟
し
よ
う
と
す
る
銃
猟

制
限
区
域
の
名
称

捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る

特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域

の
名
称

使
用
し
よ
う
と
す
る
特
定

猟
具
の
種
類
（
名
称
）

銃
猟
を

捕
獲
等
を

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

第
１
条
各
号

第
２
条
各
号

猟
免
許
第
　
号

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

（
注
）
捕
獲
等
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
特
定
猟
具
の
種
類
に
係

者
登
録
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

る
狩
猟

網
猟

わ
な



平成19年 7月 2日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

４

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

住　　所

職　　業

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印

生年月日　　　年　　月　　日生

対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認について（申請）

次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をした区域内で承認を受け対象狩猟鳥獣の捕獲等

をしたいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第11条の２第２項の規定により、申請します。

様式第４号 対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認申請書（第６条関係）

（Ａ４判）

捕獲等をしようとする知事が

対象狩猟鳥獣の捕獲等につき

あらかじめ承認を受けるべき

旨の制限をした区域の名称

捕獲等をしようとする対象

狩 猟 鳥 獣 の 種 類 （ 名 称 ）

捕獲等をしようとする年月日

備 　 　 　 　 　 　 　 　 　 考

（注）捕獲等に使用しようとする猟具の種類に係る狩猟者登録証の写しを添付してください。

年　　月　　日

次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をした区域内で承認を受け対象狩猟鳥獣の捕獲等を

したいので、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第11条の２第２項の規定により、申請します。

年　　月　　日

印



平成19年 7月 2日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

５

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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